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　保育者の持つ言語観は，日々の保育活動に影響を与える．保育内容は総合性が強いため，「言葉」に対する理解

が曖昧なまま「わかったつもり」になる恐れがある．本稿では，『幼稚園教育要領』および『保育所保育指針』に

おける「言葉」という語を手がかりに内容分析を行い，「言葉」の持つ意味を考察することを目的とした．

　分析の結果，『要領』および『指針』において「言葉」は，①「対象としての言葉」，②「手段としての言葉」，③ 

「感覚や感情と共にある言葉」として用いられていることがわかった．三者は，他者との関係を基盤に，相互に作

用し合いながら構築されていくものだと考えられる．

　本稿で明らかになった３つの「言葉」のうち，③「感覚や感情と共にある言葉」は，当然のことであるがゆえに，

あたりまえのものとして見落としてしまうことがないよう，特に留意して保育活動に臨む必要がある．
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『幼稚園教育要領』および『保育所保育指針』における

「言葉」の意味を探る

1．はじめに

1-1．「言葉」に注目する意義

　日々の保育活動が保育者の持つ保育観，および実践

的知識や技能などにより暗黙的に規定されている（例

えば，無藤 2003：393-394）１）ことはよく知られている．

同様に，保育者の持つ言語観も保育活動に影響するこ

とが指摘されている．小椋ら（2011）２）は，３歳未満

児を担当する保育者が「言葉」に対して持つ信念につ

いて調査し，保育者の言葉かけや活動の意義について

の信念と保育活動との相関について言及している．

　保育者養成校では，５領域（健康，人間関係，環境，

言葉，表現）の観点から子どもを捉え，保育内容を学

んでいくことが期待されているが，その総合性の強さ

ゆえ，漠然とした理解に留まっている場合であっても

「わかったつもり」（西林 2005）３）の状態に陥ってしま

いがちである．

　岡本（1982：10）４）は，「ことばは発達のなかから

生まれ，さらにその発達そのものを大きく変えていく」

と述べている．このように人間の生の営みに欠かすこ

とのできない言葉への理解を深めることは，子どもの

発達の様相を理解するための一助となるだけではなく，

日々の保育活動に対する何らかの示唆を得ることがで

きると考える．

1-2．「言葉」の持つ複数の意味

　前出の小椋ら（2011）の調査では，どの年齢におい

ても，保育者は「言葉の豊かさ・楽しさ」よりも「言

葉での表現」を重視していることや，「足場づくり的

言葉かけ志向」よりも「言語情報志向」注１）が強いこ

とが示されている．また，『保育所保育指針』の領域「言

葉」の内容を振り返りの視点とした学生のエピソード

を分析した青木（2016：1011）５）では，「話し言葉が

ほぼ完成した３歳（年少）以降の子ども」や「子ども
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が言葉に表したものの把握がしやすい場面」における

言葉が中心となって記述されていることが指摘されて

いる．

　これらの結果からは，保育者や学生が音声として認

識可能な「言葉」に注目しやすいことがわかるが，注

目されてはいないが暗黙裡に捉えられている，もしく

は捉えられていない「言葉」にはどのようなものがあ

るだろうか．本稿では，『幼稚園教育要領』（以下『要領』）

および『保育所保育指針』（以下『指針』）を対象に内

容分析を行い，「言葉」の持つ意味を考察する．

2．方法

　本稿では，現行の『要領』および『指針』を対象に

以下の方法で分析を行い，「言葉」の持つ意味につい

て考察を行った．

① 　『要領』および『指針』の中で，「言葉」が使用さ

れている箇所を抜き出す．

② 　①で抜き出した「言葉」がどのような助詞と結び

ついているのかを整理する．

③ 　②の助詞と接続した「言葉」がどのような名詞や

動詞を修飾しているのかを整理する．

　「文という意味的まとまりを構築する上で「関係」

機能を明示することをもっぱら担う語が必要とされた

とき，助詞という語は生まれてきたのだと考えられる」

（糸井 2002：26）６）といわれるように，助詞は語の関

係構築や文の成立に寄与するものである．助詞に注目

し，「言葉」と関係づけられている対象を整理するこ

とによって，『要領』および『指針』における「言葉」

の持つ意味を捉えることができると考えた．

3．結果と考察

3-1．「言葉」という語の有無

　『要領』および『指針』から「言葉」という語の使

用されている箇所を抜き出し，表１にまとめた．表１

における○は「言葉」という語，●は「文字」という

語，◎は「喃語」，「片言」，「二語文」，「語彙」などが

使用されていることを示す．本稿ではいずれも「言葉」

として認めることとする．

　『要領』では，「ねらい及び内容」の章の領域「環境」，

「言葉」，「表現」において記述があった．『指針』にお

いては同様の箇所だけではなく，加えて，「総則」「保

育の原理」の「保育の目標」の箇所，「子どもの発達」「発

達過程」の「おおむね四歳」を除いた箇所，「内容」「実

施上の配慮事項」の「三歳以上児の保育に関わる配慮

事項」においても記述があった．

　以下では，『要領』および『指針』のいずれにも記

述があった「ねらい及び内容」の３領域に焦点をあて

分析を行う．

3-2．「ねらい」における記述内容

　「ねらい」とは，『要領』においては，「幼稚園修了

までに育つことが期待される生きる力の基礎となる心

情，意欲，態度など」（文部科学省 2008：66）７）であり，
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表 1　『要領』および『指針』における「言葉」という語の有無

総則 子どもの発達

保育の原理 発達過程

保育の

目標

保育の

方法

保育の

環境

おおむね

0.6 歳未

満

おおむね

0.6 ～1.3

歳未満

おおむね

1.3 ～2

歳未満

おおむね

二歳

おおむね

三歳

おおむね

四歳

おおむね

五歳

おおむね

六歳

『要領』

『指針』 ○ － － ◎ ○ ○◎ ○◎ ○ － ○ ●

ねらい及び内容

領域「環境」 領域「言葉」 領域「表現」 実施上の配慮事項

ねら

い

内

容

取扱い・配

慮事項

ねら

い
内容

取扱い・

配慮事項

ねら

い

内

容

取扱い・

配慮事項
全般的

乳児

保育

三歳

未満児

三歳

以上児

『要領』 ○ ● ● ● ○ ○ ○● ○● － ○ －

『指針』 － ● ● ○ ○ ○● － ○ － － － ○
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『指針』においては，「子どもが保育所において，安定

した生活を送り，充実した活動ができるように，保育

士等が行わなければならない事項及び子どもが身に付

けることが望まれる心情，意欲，態度などの事項を示

したもの」（厚生労働省 2008：56）８）である．

　表２は，「言葉」がどのように使用されているかを

まとめたものである．『要領』および『指針』の「ね

らい」においては，「言葉」が「に対して」，「で」，「や」，

「が」という４種の助詞注２）と共に使用されていた．

　「に対して」（2001：15）は動作・感情・態度の向け

られる対象を表す複合格助詞である．『要領』，『指針』

共に，名詞修飾の「に対する」という形で「文字など

に対する感覚を豊かにする」という記述がある．「向

かい合う」という意味で，接触しない状態での動作や

状態の向けられる方向を表す「対する」と「感覚」と

が結びつき，「豊かにする」の目的語となっている．

　ここではまず，何らかの形で出会う対象として「言

葉」が描かれている．そして，出会うことにより子ど

もたちの心や身体を触発し，変化を引き起こす媒介と

しての「言葉」の姿もみられる．

　「で」（2000：21）は手段や道具を意味する格助詞で

ある．『要領』，『指針』共に，「自分の気持ちを言葉で

表現する楽しさを味わう」という記述がある．ここで

は，「自分の気持ちを表現する」手段として「言葉」

が描かれている．また，言葉で表現するという行為が

何らかの感情を伴うものとして示されている．

　「や」（2000：28-29）は同じような意味を持つ名詞

を並べて示す並列助詞である．『要領』，『指針』共に，

「人の言葉や話などをよく聞き」とあり，「聞く」行為

の対象として「言葉」が描かれている．後段には「話し，

伝え合う」とあり，やりとりの媒介として「言葉」が

用いられている．また，「で」同様，言葉を介したや

りとりが何らかの感情を伴うものとして示されている．

　「が」（2000：365）は格助詞で，ここでは「分かる」

の目的語として用いられている．『要領』，『指針』共に，

「日常生活に必要な言葉が分かるようになる」とあり，

「分かる」対象としての「言葉」が描かれている．また，

後段には「絵本や物語などに親しみ，先生（保育士等）

や友達と心を通わせる」とあり，その「言葉」がやり

とりの媒介になることや，さらに，「で」や「や」同様，

感情の動きと共にある「言葉」の姿がみられる．

　以上から，「ねらい」における「言葉」は３つの意

味で使用されていると考えられる．第一に，「対象と

しての言葉」である．それは出会う対象であったり，

聞くという行為の対象であったり，分かる対象であっ

たりする．第二に，「手段としての言葉」である．言

葉を使うことにより，やりとりが生成されていくこと

から，やりとりの媒介としての性格も持っている．第

三に，「感覚や感情と共にある言葉」である．それは，

言葉に出会ったり言葉を使う過程において，何らかの

感覚や楽しさ，喜び，親しみといった感情を伴う「言

葉」である．

3-3．「内容」における記述内容

　「内容」とは，『要領』では，「ねらいを達成するた

めに指導する事項」（文部科学省2008：66）９）であり，『指

針』では，「「ねらい」を達成するために，子どもの

生活やその状況に応じて保育士等が適切に行う事項と，

保育士等が援助して子どもが環境に関わって経験する

事項を示したもの」（厚生労働省 2008：56）10）である．

　表３のとおり，「言葉」という語は，『要領』，『指針』

共に，「環境」，「言葉」，「表現」の３領域で「に」，「を」，

「の」，「や」，「で」，「が」という６種の助詞と共に用

いられていた．

　「に」（2000：415）は格助詞で，ここでは「関心をもつ」

『幼稚園教育要領』および『保育所保育指針』における

「言葉」の意味を探る

表２　『要領』および『指針』における「ねらい」の記述内容

『要領』 『指針』

領域「環境」
（3）／③身近な事象（事物）を見たり，考えたり，扱ったりする中で，物の性質や数量，文字などに対する感覚

を豊かにする．

領域「言葉」 （1）／①自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう．

（2）／②人の言葉や話などをよく聞き，自分の経験したことや考えたことを話し，伝え合う喜びを味わう．

（3）／③ 日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに，絵本や物語などに親しみ，先生（保育士等）や友

達と心を通わせる．

領域「表現」 ― ―
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の対象として用いられている．『要領』，『指針』共に，「文

字などに関心をもつ」とある．ここでは，普段の生活

の中で，身の回りにあり，出会う対象としての「言葉」

が描かれている．

　「を」（2000：420）も格助詞で，ここでは「使う」

と「豊かにする」の目的語として用いられている．「内

容」では「自ら言葉を使おうとする」（『指針』）と，「い

ろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする」

（『要領』，『指針』共に）という記述がある．「使う」，「豊

かにする」はいずれも「を」格名詞句を取る動詞であ

り，対象への働きかけが強い．

　ただ，ナ形容詞と変化を表す動詞「する」が構成す

る「豊かにする」では，子どもが何らかの働きかけを

することで，そうではない状態から豊かである状態に

変化していくものとしての「言葉」が描かれている．

　「の」（2000：30）は名詞と名詞を結び付ける助詞で

ある．「内容」では「言葉のやり取りを楽しむ」（『指

針』）と，「生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く」

（『要領』，『指針』共に）という記述がある．ここでは，

「言葉の」やりとりであること，「言葉の」楽しさや美

しさに気付くというように，「の」は後接する名詞の

内容を説明している．やりとりの媒介としての「言葉」

が描かれている一方，「楽しむ」や「楽しさ」，「美しさ」

といった感覚や感情と共にある「言葉」の姿も示され

ている．

　「や」（2000：28-29）は 3-2 でも述べたが，同じよ

うな意味を持つ名詞を並べて示す並列助詞である．『要

領』，『指針』共に，「先生（保育士等）や友達の言葉

や話に興味や関心をもち（持ち），親しみをもって（持っ

て）聞いたり，話したりする」とある．ここでは，「興

味や関心を持つ」対象として「言葉」が描かれている．

後段には「聞いたり，話したりする」とあり，やりと

りの媒介として「言葉」が用いられている．また，「親

しみを持って」からは，感情と共にある「言葉」の姿

もみられる．

　「で」（2000：21）は手段や道具を意味する格助詞で

ある．『要領』，『指針』共に，「（自分なりに）言葉（など）

で表現する」，「文字などで伝える楽しさを味わう」と

ある．ここでは，「表現する」，「伝える」手段として

の「言葉」が描かれている．同時に，「楽しさを味わう」

とあり，言葉を使った活動が何らかの感情を伴うもの

として描かれている．

　「が」（2000：365）は格助詞で，ここでは「分かり，

使う」の目的語として用いられている．『要領』，『指針』

共に，「生活の中で必要な言葉が分かり，使う」とあり，

「分かり，使う」対象としての「言葉」が描かれている．

　以上から，「内容」においても「ねらい」で明らか

になった，「対象としての言葉」，「手段としての言葉」，

「感覚や感情と共にある言葉」という３つの意味が読

みとれる．加えて，三者は互いに独立しているもので

はなく，「感覚や感情と共にある」という意味を土台に，

相互に関連し合っていると考えることができる．
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表３　『要領』および『指針』における「内容」の記述内容

『要領』 『指針』

領域「環境」 （9）／⑪日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ（持つ）．

領域「言葉」 ① 保育士等の応答的な関わりや話しかけにより，自ら

言葉を使おうとする．

② 保育士等と一緒にごっこ遊びなどをする中で，言葉

のやり取りを楽しむ．

（1）／③ 先生（保育士等）や友達の言葉や話に興味や関心をもち（持ち），親しみをもって（持って）聞いたり，

話したりする．

（2） したり，見たり，聞いたり，感じたり，考えたり

などしたことを自分なりに言葉で表現する．

④ したこと，見たこと，聞いたこと，味わったこと，感

じたこと，考えたことを自分なりに言葉で表現する．

（3）／⑤したいこと，してほしいことを言葉で表現したり，分からないことを尋ねたりする．

（5）／⑦生活の中で必要な言葉が分かり，使う．

（7）／⑨生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く．

（8）／⑩いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする．

（10）／⑫日常生活の中で，文字などで伝える楽しさを味わう．

領域「表現」（8）／⑩自分のイメージを動きや言葉などで表現したり，演じて遊んだりする（などの）楽しさを味わう．
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である．とりたて助詞とは出来事に対する話し手のと

らえ方を表すもので，文中の要素を取り立てる機能を

持つ．ここでは，「言葉」が主題を表す「は」に取り

立てられ文頭に位置することにより，後接する部分で

「言葉」についての説明がなされている．「身近な人に

親しみをもって接し，自分の感情や意志などを伝え，

それに相手が応答し，その言葉を聞く」というやりと

りの往還の中で獲得されていく「言葉」の姿が描かれ

ている．

　また，教師が配慮する事項として，「教師や他の幼

3-4．「内容の取扱い・配慮事項」における記述内容

　「内容の取扱い・配慮事項」における「言葉」は，

表４のとおり，『要領』では，「環境」および「言葉」

の領域で，『指針』では「三歳以上児の保育に関わる

配慮事項」において，「に関して」，「は」，「を」，「で」，「に

よる」，「に対して」という６種の助詞と共に用いられ

ていた．

　「に関して」（2001：16）は述語が表す動作や状態が

関係する対象を表す複合格助詞である．『要領』では，

「数量や文字などに関しては，日常生活の中で幼児自

身の必要感に基づく体験を大切にし，数量や文字など

に関する興味や関心，感覚が養われるようにすること」

という記述がある．「に関しては」（2001：18）は，「～

に関して言えば」という意味で，主題化された用法で

ある．後接する部分では，主題に対する説明が行われる．

　ここでは，教師が配慮する事項として，「幼児自身

の必要感に基づく体験を大切に」することや「文字な

どに関する興味や関心，感覚が養われるようにする」

ことが挙げられている．「言葉」自体に働きかけると

いうよりは，幼児自身が「言葉」に出会い，さらに関わっ

ていけるような教育が目指されていることが分かる．

　「は」（2000：240，254）は主題を表すとりたて助詞

『幼稚園教育要領』および『保育所保育指針』における

「言葉」の意味を探る

表４　『要領』および『指針』における「内容の取扱い・配慮事項」の記述内容

『要領』 『指針』

領域「環境」 （4） 数量や文字などに関しては，日常生活の中で幼児

自身の必要感に基づく体験を大切にし，数量や文

字などに関する興味や関心，感覚が養われるよう

にすること．

－

領域「言葉」（1） 言葉は，身近な人に親しみをもって接し，自分の

感情や意志などを伝え，それに相手が応答し，そ

の言葉を聞くことを通して次第に獲得されていく

ものであることを考慮して，幼児が教師や他の幼

児とかかわることにより心を動かすような体験を

し，言葉を交わす喜びを味わえるようにすること．

－

（2） 幼児が自分の思いを言葉で伝えるとともに，教師

や他の幼児などの話を興味をもって注意して聞く

ことを通して次第に話を理解するようになってい

き，言葉による伝え合いができるようにすること．

（3） 絵本や物語などで，その内容と自分の経験とを結

び付けたり，想像を巡らせたりするなど，楽しみ

を十分に味わうことによって，次第に豊かなイメー

ジをもち，言葉に対する感覚が養われるようにす

ること．

（4） 幼児が日常生活の中で，文字などを使いながら思っ

たことや考えたことを伝える喜びや楽しさを味わ

い，文字に対する興味や関心をもつようにすること．

領域「表現」 － －

三歳以上児の

保育に関わる

配慮事項 －

キ　 自分の気持ちや経験を自分なりの言葉で表現する

ことの大切さに留意し，子どもの話しかけに応じ

るよう心がけること．また，子どもが仲間と伝え

合ったり，話し合うことの楽しさが味わえるよう

にすること．
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児とかかわることにより心を動かすような体験を」す

ることや「言葉を交わす喜びを味わえるようにするこ

と」が挙げられている．やりとりを通じて，幼児が「心

を動かす体験」をすることや「喜びを味わえる」こと

が期待されていることが分かる．

　「による」（2001：23）は複合格助詞である「によっ

て」の名詞修飾の形である．手段を表す「によって」

は，手段や道具を意味する格助詞の「で」を用いて表

すこともできる．『要領』では，「自分の思いを言葉で

伝える」，「言葉による伝え合いができるようにするこ

と」と両者が用いられており，やりとりの手段として

の「言葉」が描かれている．

　教師が配慮する事項として，『要領』では，「幼児が

自分の思いを言葉で伝える」こと，「教師や他の幼児

などの話を興味をもって注意して聞くこと」を介して，

「話を理解するようにな」ること，「言葉による伝え合

いができるようにすること」とされている．

　一方，『指針』では，三歳以上児の保育において「自

分の気持ちや経験を自分なりの言葉で表現することの

大切さに留意し，子どもの話しかけに応じるよう心が

けること」が挙げられている．幼児が，教師や他の幼

児とのかかわりの中で，言葉を使ったり，聞いたりす

るやりとりを通じて，「話を理解するようにな」るこ

とや「言葉による伝え合いができるようにすること」

が目指されている．

　「に対して」（2001：15）は動作・感情・態度の向

けられる対象を表す複合格助詞である．『要領』では，

名詞修飾の「に対する」という形で，「言葉に対する

感覚が養われるようにすること」，「文字に対する興味

や関心をもつようにすること」とある．出会う対象と

しての「言葉」と，子どもたちの心情に変化を与える

媒介として「言葉」が描かれている．

　教師が配慮する事項として，「絵本や物語などで，

その内容と自分の経験とを結び付けたり，想像を巡ら

せたりする」「楽しみを十分に味わうこと」を介して，

「豊かなイメージをもち，言葉に対する感覚が養われ

るようにすること」とある．幼児が絵本や物語の「言

葉」に出会い，自分の経験と結びつけたり，想像を巡

らせる楽しさを味わうことを介して，豊かなイメージ

を持つこと，言葉に対する感覚を養うことが目指され

ていることが分かる．

　以上から，「内容の取扱い・配慮事項」においては

教師の働きかけに焦点化されてはいるが，「ねらい」

および「内容」と同様，「対象としての言葉」，「手段

としての言葉」，「感覚や感情と共にある言葉」という

３つの意味が描かれていることがわかる．

3-5．まとめ

　以上から，『要領』および『指針』における「言葉」

は，①「対象としての言葉」，②「手段としての言葉」，

③「感覚や感情と共にある言葉」として用いられてい

ることがわかった．発達に伴い，言葉は，言語として

認識・把握可能なものとなっていくが，三者のいずれ

かが消えてなくなるものではなく，相互に作用し合い

ながら「言葉」として顕れてくるものだと考えられる．

　佐藤（1999：14）11）は，「年齢的に大きくなった子

どもや大人，子どもどうしの間でも，ことばによる交

流によって意味内容の伝達をし合っていると同時に，

ことばを通して感情や情念をも伝え合っているのであ

る」と述べている．言葉は相互作用の中から生まれる

が，「感情によるつながりを基礎にした関係」がこの

相互作用の背景にあり，あり方を規定してもいるとい

う．

　このことからも分かるように，日々の保育活動にお

いて，「言葉」は単独で捉えられる対象ではなく，他

者との間で育まれる関係と共に理解されることが求め

られるといえる．しかし，見聞きできる音声や文字で

のやりとりが可能になるにしたがって，私たちは「言

葉」がそれのみで成り立っているものとして捉えてし

まうことがある．そのため，本稿で明らかになった３

つの「言葉」のうち，③「感覚や感情と共にある言葉」

は，当然のことであるがゆえに，あたりまえのものと

して見落としてしまうことがないように特に留意して

保育活動に臨む必要があると考える．

4．おわりに

　本稿では，『要領』および『指針』を対象に内容分

析を行い，「言葉」の持つ意味を考察した．本稿で明

らかになったことは，保育者や学生が自らの保育活動

における「言葉」の意味を振り返る手がかりとなるも

のだと考える．

　しかし，子どもの発達過程を踏まえた「言葉」の意

味や他者との関係性における「言葉」のもつ意味につ

いての議論には至っていない．そのため，今後，保育

内容「言葉」の関連文献だけではなく，具体的な保育

活動を対象とした検討も必要だと思われる．

　また，このような「言葉」の意味を，保育者や学生

當銘美菜
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がどのように解釈・獲得し，自らの保育活動につなげ

ているのかを明らかにすることにより，言語観と保育

活動との相関についてさらに深く考察していくことが

可能になると考える．

注

注１） 「足場づくり的言葉かけ志向」は，「子どもがま

ねしやすいように話しかけるのがよいと思う」，

「身ぶりをつけてことばを話しかけたほうがよ

いと思う」という項目を含む．また，「言語情

報志向」は，「「ありがとう」・「おはよう」な

どのあいさつのことばをおぼえることは重要だ

と思う」，「「りんご」，「ボール」などの物の名

前を覚えることは重要だと思う」という項目を

含む．

注２） 助詞の解釈には，以下２冊を参考にした．

 （１） 庵功雄，高梨信乃，中西久実子，山田敏弘：初

級を教える人のための日本語文法ハンドブック，

スリーエーネットワーク，2000．

 （２） 庵功雄，高梨信乃，中西久実子，山田敏弘：中

上級を教える人のための日本語文法ハンドブッ

ク，スリーエーネットワーク，2001．
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